
資料４－１－１

預金保険法改正後の主なセーフティネット

現 行 改 正 後

【預金保険法（本則）】 【預金保険法（本則）】

○保険金支払い ○保険金支払い
（狭義のペイオフ） （狭義のペイオフ）

○一般資金援助 ○一般資金援助

○金融整理管財人

○承継銀行
（ブリッジバンク）

【金融再生法】

○金融整理管財人 ●危機的な事態における特例措置
〔危機対応勘定〕

○承継銀行 ・資本の増強
（ブリッジバンク）

・特別資金援助
○特別公的管理銀行

・特別危機管理銀行

【金融機能早期健全化法】

○資本の増強
○協同組織金融機関に係る資本の増強
〔早期健全化勘定〕

【預金保険法（附則）】
○特別資金援助

○特別資金援助 〔特例業務勘定〕

【預金保険法（附則）】
○流動性預金に係る措置

〔一般勘定〕

＝恒久措置

＝時限措置
平成13年3月 平成13年4月 平成14年3月 平成14年4月 平成15年3月



資料４－１－２ 特例措置終了後の破綻処理の全体イメージ

破綻前 ・ 破綻後

健全金融機関

自助努力 破 綻 （預金の一部ｶｯﾄ）
○ 金融整理管財人下の金融機関 ▽

問 （ 司法手続を併用の場合あり） 受
（事前準備）

題 皿
資金援助

金 金

融 （預金の一部ｶｯﾄ） 融
▽

機 ブ リ ッ ジ バ ン ク 機
会金

関 議融 関
㠬 の危 㠬 資金援助

判機
断対
応

㠬 受
シ
ス 金融整理管財人下の金融機関 皿
テ
ミ 金
ッ 資本増強 特別資金援助
ク 融
・
リ 特 別 危 機 管 理 銀 行 機
ス
ク 関
㠬 健全金融機関 特別資金援助



資料４－１－３ 預金保険機構の業務と財政措置

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度

【 一 般 勘 定 】

・ 1000万円までの預金保護の 恒久措置
ための資金援助 政府保証枠 なし 政府保証枠 ４兆円

（借入限度額２兆円）
時限的措置（新設）

・ 流動性預金の全額保護

【 特 例 業 務 勘 定 】 特例措置の延長

・ 預金等全額保護のための特
別資金援助 交付国債 ７兆円 交付国債 13兆円 （交付国債も継続）
・ 破綻金融機関からの不良債 政府保証枠 10兆円 政府保証枠 10兆円
権買取り

【 金 融 再 生 勘 定 】
再生業務の終了

・ ブリッジバンク
・ 特別公的管理 政府保証枠 18兆円 政府保証枠 18兆円
・ 健全金融機関からの不良債
権買取り

【 金融機能早期健全化勘定 】 信金・信組等
早期健全化業務の終了 に限り延長

・ 資本増強
政府保証枠 25兆円 政府保証枠 25兆円

【 危 機 対 応 勘 定 】

・ システミック・リスクへの 恒久措置
対応 （ ６０兆円 ） （ ７０兆円 ） （新設）

（注）特例業務勘定の廃止時期は14年度末。金融再生勘定と金融機能早期健全化勘定の廃止時期は、残務処理が終了（例：増強した株式等の処
分）した事業年度末の６カ月後。



資料４－２－１

保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の
一部を改正する法律の概要

①保険相互会社について自己資本の増強、再編等を図るため、株式会社化を容易にする

ほか、②保険相互会社への更生手続の適用を可能とし、債務超過に陥る前の早期の手続

開始、司法手続による権利調整、保険保障の継続を行うため、倒産法制を整備するとと

もに、③生命保険契約者保護機構の財源対策として業界の追加負担及び財政上の措置を

講ずること等により、その機能の維持を図る。

保険業法の一部改正関係

１．保険相互会社から株式会社への組織変更制度（株式会社化）関係

כ 端株の一括売却制度の導入

・ 商法の特例として、端株の一括売却制度を導入し、端株を割り当てられる社

員への補償として売却代金の交付を可能とする。
(注) 株式会社化に伴う社員権の補償は、社員の寄与分(会社の純資産形成に対

する貢献度)に応じた株式の割当てにより行われるが、商法の規制(最低発

行価額５万円以上)との関係で、寄与分が少額の極めて多数の社員に端株が

割り当てられる。

כ 組織変更の際の資本増強

・ 組織変更と同時の株式発行、直後の新株発行による資本増強を可能とする。

２．保険契約者等の保護のための特別の措置（破綻処理制度）関係

כ 早期の手続開始

・ 保険会社に対し、業務又は財産の状況に照らして保険業の継続が困難である

とき(注)は、事業継続困難である旨の監督当局への申出を義務づける。
(注）「将来収支分析」により、将来、責任準備金が不足すると判断されるにも

関わらず、追加積立や合理的な経営改善計画の策定・実行ができない場合等。

כ 保険管理人の権限の強化等

・ 保険管理人に対し、破綻保険会社に対する罰則付の調査権限を付与するとと

もに、破綻保険会社の経営者又は経営者であった者の破綻の責任を明確にする

ため民事上・刑事上の所要の措置をとることを義務づける。

・ 保険管理人に対し、その作成する破綻保険会社の管理に関する計画の中に、

業務の整理及び合理化に関する方針の記載を義務づける。



כ 破綻処理の迅速化

・ 保険契約の移転等に係る仮決議の制度及び特別決議に代わる裁判所の許可（

代替許可）制度を導入する。

כ 契約条件の変更

・ 保険契約の移転や合併の場合のみでなく、保険持株会社等による破綻保険会

社の株式取得の場合にも契約条件の変更を可能とする。

כ 保険契約者保護機構の業務の拡大・強化
① 業務の拡大

・ 保険管理人又は保険管理人代理への就任を可能とする。

・ 救済保険会社が現れない場合に対応するため、承継保険会社（保護機構の

出資により設立された子会社）による保険契約の承継を可能とする。

・ 破綻保険会社の保険金請求権等の買取りを可能とする。

・ 破綻保険会社等の資産の買取りを可能とするとともに、当分の間の措置と

して、当該資産の買取り及び回収について協定銀行（整理回収機構）への委

託を可能とする。

② 資金援助の対象の拡大

・ 資金援助として、金銭贈与のほか、資産の買取り及び事後的な損失補てん

（ロスシェアリング）を行うことを可能とする。

・ 保険契約の全部移転の場合のみでなく一部移転の場合の資金援助、保険持

株会社等による破綻保険会社の株式取得の場合の資金援助を可能とする。

③ 資金援助の類型の拡大

・ 資金援助の類型として救済保険会社に対する資金援助のほか、ｲ)保険契約

の承継（破綻保険会社から承継保険会社への契約移転等）、保険契約の再承

継（承継保険会社から他の保険会社等への契約移転等）の場合の資金援助、
ﾛ)保険契約の再移転（保護機構から他の保険会社への契約移転）の場合の資

金援助を可能とする。

כ 生命保険契約者への優先権の付与

・ 生命保険契約の保険金請求権等について一般先取特権を付与する。

３．生命保険契約者保護機構の財源対策

כ 政府保証の恒久化

・ 借入れに係る政府保証を可能とする規定を恒久措置とする（現行；平成13年

３月末までの時限措置כ恒久化)



(注) 日銀からの借入れについては、現行どおり、平成13年3月末までの措置と

する。

כ 政府の補助

・ 平成15年３月末までに破綻した生命保険会社の破綻処理に係る業務に要した

費用を生命保険各社の負担金のみで賄うとしたならば、各社の財務の状況を著

しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいて

は国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合

には、予算で定める金額の範囲内で、保護機構に対し、当該費用の全部又は一

部についての国庫補助を可能とする。
(注)・ 保護機構の借入限度額を5000億円拡大する(現行4600億円9600כ億円)。

・ 業界負担として1000億円を追加する(現行4600億円5600כ億円)。

・ 保護機構に対し、上記の国庫補助を受けた場合において、当該破綻保険会社

の破綻処理に係る業務により利益が生じたときは、当該国庫補助を受けた金額

までを限り、当該利益について国庫納付することを義務づける。

（注）資金援助の特例措置（死亡保険金の全額保護等）については、現行どおり、

平成13年３月末までの措置とする。

４．その他の改正

・ 監督当局が保険会社の準拠すべき責任準備金の計算基礎率の作成等を卲日本

アクチュアリー会に行わせるにあたり、必要な監督を行う等のため指定法人化

する。

・ 金融システム改革の着実な実施を図るため、一定の保険商品について銀行等

による販売を可能とする。

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正関係

１．更生手続関係

כ 保険相互会社への更生手続の適用

・ 保険相互会社への更生手続の適用を可能とする。

כ 保険会社(相互会社・株式会社に共通)の更生手続の特例

・ 保険契約者への送達の特例を設けるとともに、保護機構による手続代理を可

能とする。

・ 破産の原因たる事実(債務超過・支払不能)が生ずるおそれがある場合に、監

督当局による更生手続開始の申立てを可能とする。

・ 保険契約者の保護を図るために管財人の保険契約の解除権を制限する。

・ 更生手続中であっても、一定限度額(原則保険金の90％；補償限度額に相当)

までの保険金の支払いを可能とする。



・ 更生計画において、予定利率の引下げ等における保険契約者間の条件の格差

の設定、早期解約控除の設定、更生手続開始後に納付された保険料の保護、相

互会社から株式会社への組織変更等を可能とする。

２．破産手続関係

・ 破産手続についても、更生手続の特例（保護機構による手続代理等）と同様の

規定を整備する。

その他

1．施行期日
① この法律は、公布の日から３か月以内で政令で定める日から施行する。
② ただし、生命保険契約者保護機構の借入れに係る政府保証を恒久措置とする規

定及び一定の保険商品の銀行等による販売を可能とする規定については、平成13

年４月１日から施行する。

2．見直し規定

・ 政府は、この法律の施行後３年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措

置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この

法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図る

ために必要な措置を講ずるものとする。

３．その他

その他所要の規定の整備を行う。







資料５－２－１

一　特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正
（資産の流動化のための仕組み）

資産の
保有者

特定目的会社

 特定資産　　社債
　　　　　　 優先出資

等

受　託　者

譲渡

代金

管理・処分の委託
収益

　証券発行

（有価証券）

代金

 利払・配当・償還

投資家

投資家

投資家

 売　　　買

 売　　　買

投資家

資産の
保有者

信 託 銀 行

信 託 勘 定
（信託財産の管理処分）

信託の設定

信託受益権

（有価証券）

投資家

投資家

投資家

 売　　　買

 売　　　買

投資家

収益分配金

信託受益権の販売

代 金

【特定目的会社制度】

【特定目的信託制度】

SPC（特定目的会社）

信 託 銀 行



資料５－２－２

二　証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正
（資産の運用のための仕組み）

収益配当

（解約払戻し）

資産保管会社

会 計 監 査 人

一般事務委託
　証券発行
（有価証券）

投資

投資信託
委託業者

認可制
財産的基礎、

知識、経験

資産保管委託
投資法人

投資主総会

役 員 会
資産運用委託

事務受託会社

投資家

投資家

投資家

 売　　　買

 売　　　買

投資家

【投資法人制度】

（資産保管等）

信 託 勘 定信託の設定

信託受益権
（有価証券）

収益分配金
（解約払戻し）

投資家

投資家

投資家

 売　　　買

 売　　　買

投資家

信託受益権の販売

代　金

運用指図

信託銀行

【投資信託制度（委託者指図型）】

投資家

投資家

投資家

 売　　　買

 売　　　買

投資家

投資信託
委託業者

認可制
財産的基礎、
知識、経験

【投資信託制度（委託者非指図型）】

（資産運用）

信 託 勘 定
収益分配金
（解約払戻し）

信託銀行

信託の設定

信託受益権
（有価証券）

投資信託
委託業者

投資信託
委託業者









資料６－１

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の概要

１　貸金業の規制等に関する法律の一部改正１　貸金業の規制等に関する法律の一部改正１　貸金業の規制等に関する法律の一部改正１　貸金業の規制等に関する法律の一部改正

(1) 保証人への都度の書面交付の義務付け
① 　現在、当初の保証契約締結時にのみ保証人に対する書面交付が義務付けられて
いるものを、根保証契約において債務者に追加融資が行われた場合に、その都度、

当該保証人に書面交付することを義務付ける。

② 　保証人に対する都度の書面交付義務に違反した場合は、行政処分（業務の停止）、
刑事罰（罰金）の対象とする。

(2) 保証契約締結前の書面交付の義務付け
① 　貸金業者が保証契約を締結しようとするときは、保証人に対して書面を事前に
交付しなければならないものとする。

② 　保証人に対する事前の書面交付義務に違反した場合は、行政処分（業務の停止）、
刑事罰（罰金）の対象とする。

(3) 貸付けの利率の明確化
　貸付けの利率については、手数料、調査料等を利息に含めて計算した実質的な金

利により表示しなければならないことを法律で明記する。

(4) 取立て行為の規制の強化
　貸金業者の貸付けに係る契約について保証した保証業者が弁済をした場合や、貸

金業者が委託して第三者が弁済をした場合のこれらの者が行う求償権等に係る取

立て行為を規制する等のため、所要の規定の整備を行う。

(5) 罰則の強化
　規制違反に対する罰則を全面的に強化する。例えば、①現行「30万円以下の罰金」
を「100万円以下の罰金」に、②貸金業者の不報告・虚偽報告等、検査拒否・不答
弁等の場合、現行「10 万円以下の罰金」を「１年以下の懲役若しくは 300 万円以
下の罰金、又はこれを併科」に改正。

２　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正２　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正２　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正２　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正

　　第５条第２項の上限金利を現行の年 40.004％から、年 29.2％に引き下げる。
　この点については、今後の金融動向等を勘案して検討を加え、３年後に必要な見直

しを行う。

３　利息制限法の一部改正３　利息制限法の一部改正３　利息制限法の一部改正３　利息制限法の一部改正

　第４条の賠償額予定の制限について、現行、法定金利（15～20％）の２倍までと
されているものを、1.46倍まで引き下げる。

４　施行期日４　施行期日４　施行期日４　施行期日

　　この法律の施行期日は、平成１２年６月１日とする。



資料６－２

　　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部　　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部　　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部　　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部

　　を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正　　を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正　　を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正　　を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正

　　する法律　要綱　　する法律　要綱　　する法律　要綱　　する法律　要綱

第一　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正第一　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正第一　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正第一　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正

　する法律の一部改正　する法律の一部改正　する法律の一部改正　する法律の一部改正（第（第（第（第 1111 条関係）条関係）条関係）条関係）

１　１　１　１　日賦貸金業者に係る特例金利の引下げ日賦貸金業者に係る特例金利の引下げ日賦貸金業者に係る特例金利の引下げ日賦貸金業者に係る特例金利の引下げ

　日賦貸金業者に係る出資法の特例金利を、年 54.75％、日歩 15 銭（現行は、

年 109.5％、日歩 30 銭）に引き下げるものとすること。

（附則第 8 項関係）

２　日賦貸金業者の取立て方法に関する規制の見直し２　日賦貸金業者の取立て方法に関する規制の見直し２　日賦貸金業者の取立て方法に関する規制の見直し２　日賦貸金業者の取立て方法に関する規制の見直し

　日賦貸金業者が相手方の営業所又は住所において自ら集金する方法により返

済金を取り立てなければならない日数を、返済期間の 100 分の 50 以上（現行は、

返済期間の 100 分の 70 以上）とすること。

（附則第 9 項関係）

第二　貸金業の規制等に関する法律の一部改正第二　貸金業の規制等に関する法律の一部改正第二　貸金業の規制等に関する法律の一部改正第二　貸金業の規制等に関する法律の一部改正（第２条関係）（第２条関係）（第２条関係）（第２条関係）

　日賦貸金業者が営業所又は事務所に掲示すべき事項、日賦貸金業者が貸付条

件の広告をする場合において表示すべき事項及び日賦貸金業者が貸付けの契約

に際して交付すべき書面の記載事項に、自らが日賦貸金業者である旨、出資法

一部改正法附則で定められた業務の方法等を追加するものとすること。

（第 14 条、第 15 条及び第 17 条関係）

第三　その他第三　その他第三　その他第三　その他（附則関係）（附則関係）（附則関係）（附則関係）

　１　この法律は、平成１３年１月１日から施行するものとすること。

　２　その他所要の規定の整備を行うものとすること。
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